
　当会は静岡県下ＪＡ等が会員となって、お互いに助け合い、お互いに発展していくことを共通の理念とし

て運営されている相互扶助型の農業専門金融機関であるとともに、地域経済に密着した地域金融機関です。

　当会の資金は、その大半が県内のＪＡにお預けいただいた組合員及び地域の皆様の大切な財産である貯金

を源泉としており、資金を必要とする組合員の皆様や、ＪＡ・農業に関連する団体及び県内の企業・地方公

共団体等にもご利用いただいています。

　当会は、ＪＡとの強い絆とネットワークを形成することで信用事業機能を強化し、皆様の経済的・社会的

地位の向上を支援するとともに、地域のパートナーとして農業と地域経済の持続的発展に貢献することを使

命としています。

　また、金融サービスの提供にとどまらず、文化、教育、環境、福祉といった面も視野に入れ、地域社会の

活性化に積極的に取組んでいます。

　＜地域の皆さまからの資金調達の状況＞

◇　預り先別貯金残高 （単位：百万円）

預 り 先

会 員

農 協

連 合 会

会 員 の 組 合 員

准 会 員 ・ み な し 会 員

員 外

合 計

（注）　譲渡性貯金は除いて表示しています。

　＜地域の皆さまへの資金供給の状況＞

◇　貸出先別貸出金残高 （単位：百万円）

貸 出 先

会 員

農 協

連 合 会

会 員 の 組 合 員

准 会 員 ・ み な し 会 員

員 外

合 計

（注）　県外貸出金は除いて表示しています。

3,564,147 3,683,588

平成２８年３月期 平成２８年９月期 増　　　　減

12,646 11,284 △ 1,362

119,440

565 507 △ 58

20

2,135 1,976 △ 159

31,201 △ 161

3,595,510

6,439 9,360 2,920

3,544,495 3,662,436 117,940

3,714,789 119,279

平成２８年３月期 平成２８年９月期 増　　　　減

1,794

31,362

978 10

△ 5,711104,912 99,201

△ 5,653

967

324 394 70

5,222 5,164 △ 58

99,689 94,036

1,814

地 域 の 皆 さ ま と の 関 わ り

１．地域に対する当会の考え方

２．地域の皆さまからの資金調達・地域の皆さまへの資金供給の状況
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◇　農業関係貸出金残高（県下ＪＡ・当会取扱分） （単位：百万円）

資 金 名

農 業 制 度 資 金

農 業 近 代 化 資 金

農 業 改 良 資 金

ス ー パ ー Ｌ 資 金

就 農 支 援 資 金

そ の 他 制 度 資 金

アグリビジネスローン

ＪＡニューファーマー支援資金

〔資金の説明〕

　○　農業近代化資金

　　　　　農業を営む方や農業に関わる団体が、施設や機械器具の取得、家畜の購入育成、果樹の植栽育成、小規模な土地改良

　　　　等を行うときに利用できる資金です。

　○　農業改良資金

　　　　　エコファーマー、６次産業化の事業認定等を受けた農業者等が行う施設の造成等、最新技術の導入、販売事業の開始

　　　　等のために利用できる無利息資金です。

　○　スーパーＬ資金

　　　　　日本政策金融公庫資金のうち、認定農業者向けの資金です。他の制度資金と比べ、償還期間を長く設定でき、大規模

　　　　な投資を行う際に利用できる資金です。

　○　就農支援資金

　　　　　新たに就農を希望する方が利用できる無利息資金です。

　○　アグリビジネスローン

　　　　　農業法人等農業の担い手を育成支援し、地域農業の振興に資するための運転資金・設備資金に利用できる資金です。

　○　JAニューファーマー支援資金

　　　　　静岡県内で、ＪＡが技術指導・営農指導ができＪＡの推薦を得られることを条件に、新たに就農しようとしている方

　　　　に対して、必要資金を低利・無担保にて提供し、新規就農を応援する資金です。

平成２８年３月期 平成２８年９月期 増　　　　減

45 35 △ 10

20,370 20,132 △ 237

875 846 △ 28

1,453 1,291 △ 162

9,483 9,482 △ 1

325 331 5

4,251 4,268 17

4,856 4,759 △ 96
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　＜農業者・中小企業等の経営支援に関する取組方針＞

　当会は、「創造性ある金融サービスをとおして地域社会と夢のあるつながりを目指す」という理念のもと、

堅実・健全な経営を行い、農業者・中小企業等のお客様に質の高い総合金融サービスを円滑にご提供するこ

とを「当会の最も重要な役割のひとつ」として位置付け、当会の担う公共性と社会的責任を強く認識し、地

域密着型金融への取組みを進めていきます。

◇　ＪＡバンク静岡アグリサポートプログラム

　　農業所得増大・地域活性化とともに、ＪＡバンクのＣＳ向上と農業融資残高のシェア向上を図るため、

　平成28年度から平成30年度まで以下の施策を実施します。

　①　ＪＡバンク静岡保証料助成

　　農業者の農業資金借入にかかる負担を軽減するとともに、系統農業資金の優位性を確保することにより、

　系統金融機関としての役割を果たすもの。

　②　担い手農業者への融資サポート策

　　ＪＡとして特に関係強化を図る必要がある農業者・農業法人等が必要とする資金については、ＪＡが要

　項適用外等の理由により対応が困難と判断した案件について、信連の審査基準・与信判断により可能な限

　り対応し、農業者・農業法人等への支援を図るとともに、ＪＡバンク静岡として農業振興と地域の活性化

　を後押しするもの。

　③　親元就農支援

　　全国統一施策で対象としていない新規就農者のうち親元就農者を対象として費用助成するもの。

　④　担い手育成支援

　　農業高校生等が実施する農畜産物の栽培（生産）・加工・商品開発、食品、商品サービス提供方法等の

　研究及び推進にかかる費用を助成し、次世代の担い手を育成するもの。

　⑤　農業振興支援

　　農業振興・地域活性化を図るため、将来の担い手への技術指導・育成支援、耕作放棄地の解消を目的とし、

　ＪＡ出資型農業生産法人の支援を行うもの。

　⑥　マーケティング支援

　　農産物及びその加工品の販路開拓・拡大に向けたマーケティングを支援するもの。

　⑦　柑橘果樹経営体応援事業

　　高品質安定生産に向けた生産力強化の中で、機械化による省力化の推進や高品質化に向けた技術導入を促

　進し、本県柑橘産地の生産基盤を強化するもの。

◇　しずおかアグリビジネスローンの取扱い

　　農業法人・大規模農業者に対する運転資金・設備資金等の低利融資を通じて、静岡県の農業振興に寄与

　しています。

◇　自然災害等による農業被害への金融支援

　　台風・お茶の凍霜害・雪害等の自然災害に遭われた農業者へ利子補給・保証料助成等による金融支援

　を行っています。

　　また、東日本大震災に起因した福島第一原発事故により放射能被害に遭われた農業者への利子補給等

　の金融支援を行っています。

◇　農業資金相談コーナーの開設

　　県下JA・静岡経済連主催のJA農業機械大展示会へ農業資金相談コーナーを開設し、農業機械等購入の

　ための資金相談に対応しています。

３．地域密着型金融への取組み
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◇　成長分野に対する取組み

　　農業専門金融機関及び地域金融機関として、成長分野である、農業、環境エネルギー、医療・介護分野

　の支援に積極的に取組んでいます。

　　「農業経営アドバイザー」や「医療経営士」の資格取得を推進し、専門的な職員の育成を通じて、より

　質の高い支援・サービスの提供を図り、お客様とのリレーションシップの強化に努めてまいります。

　　なお、「農業経営アドバイザー」は４９名、「医療経営士」は７名となりました。

◇　ビジネスマッチング

　　お取引先の販路拡大等の新たなビジネスチャンスを創出するビジネスマッチングに積極的に取組んでい

　ます。

　　なお、平成２８年度上半期は、静岡経済連及び食品卸売会社と連携して「特選和牛静岡そだち」を使用

　したパンのフィリング（具材）を開発しました。

◇　６次産業化・農商工連携への支援

　　農業への支援強化の一環として、６次産業化や農商工連携に取組む事業者の皆様に「６次産業化・農

　商工連携サポート資金」をご用意しています。

◇　融資相談窓口の設置

　　各融資営業の担当部店にお客様からの融資相談に係る「相談窓口」を設置し、新規のご融資や金融円滑化

　等の各種ご相談に対応する体制を整備しています。

　《金融円滑化に係る方針、金融円滑化に係る措置の実施状況》

　　＞＞＞ http://www.jabank-shizuoka.gr.jp/shinren/enkatsuka/index.html

◇　経営者保証に関するガイドラインへの対応

　　平成25年12月に公表された「経営者保証に関するガイドライン」を踏まえ、本ガイドラインへの対応方

　針を定めるなど、態勢整備に取組んでいます。　　

　　本ガイドラインにもとづき経営者保証に依存しない融資の一層の促進に努めるとともに、お客様との保証

　契約を締結する場合やお客様が本ガイドラインに則した保証債務の整理を申し立てられた場合は、本ガイド

　ラインにもとづいて誠実に対応するよう取組んでまいります。

　《経営者保証に関するガイドラインへの対応方針》

　　＞＞＞ http://www.jabank-shizuoka.gr.jp/shinren/enkatsuka/index.html
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◇　「公益信託ＪＡ・静岡県信連民俗芸能振興基金」による地域の民俗芸能保存・伝承活動への支援

◇　ＪＡバンク静岡から県内の小学校への教材本贈呈

４．社会的・文化的貢献活動等

ＪＡバンクグループでは全国的な取組みとして、地域の

農業振興を目的に「ＪＡバンクアグリ・エコサポート基

金」にて、農業振興や環境保全に貢献する事業を展開して

います。この活動の一環として、食農教育や環境教育、金

融経済教育をテーマに小学校高学年向けの補助教材を作成

し、全国の小学校に贈呈しています。

ＪＡバンク静岡では、平成28年3月22日に静岡県教育

委員会に対して目録を贈呈するとともに、県内538校（特

別支援学校含む）の小学5年生（約3万2千人）に、食農・

環境・金融経済をテーマとした補助教材「農業とわたした

ちのくらし」を贈呈しました。

《 農業とわたしたちのくらし》

《 しずおか民俗芸能マップ》

ＪＡバンク静岡は、農協法制定５０周年記念事業の一環

として平成１１年３月に創設した「公益信託ＪＡ・静岡県

信連民俗芸能振興基金」により、静岡県内各地の民俗芸能

の保存・伝承活動に取組んでいる団体や個人に対して、支

援しております。

これまで、延べ１９６団体に対し、約４，６２８万円の

助成を行いました（平成２７年度（第１７回目）について

は １３団体に対し総額約３３５万円を助成しました）。

なお、静岡県内各地の国・県指定の無形民俗文化財保護

団体を掲載した「しずおか民俗芸能マップ」は、ＪＡ窓口

および各市町の教育委員会等に設置しています。

今後も民俗芸能の保存・伝承活動に取組む団体や個人の

皆様に対する助成活動を通し、地域文化活動を支援します。

「公益信託JA・静岡県信連民俗芸能振興基金」に関するお問い合わせ先
●農中信託銀行株式会社 TEL．03-５２８１-１３４０
●静岡県信連 総務部 TEL．05４-２８４-９６５２
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